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【令和 7 年 3 月 11 日改訂版（改訂部分は朱書きとしております）】 

JR 東日本たびキュン♥早割パス（通称：「キュン♥パス」）の販売に合わせた取組について 

 

 

青森県観光交流推進部誘客交流課 

 

 

１ はじめに 

  本県は、繁忙期と閑散期における宿泊者数の差が大きく、県内観光事業者の雇用等に影 

響を与え、安定した経営が困難であるという課題がありますが、特に 11 月以降は徐々に 

宿泊者数が減少し厳しい状況が続くことから、冬季の需要の底上げを図る必要があります。 

 そこで、県では、閑散期である冬季において県外からの誘客を促進し、観光消費拡大を

図るため、ＪＲ東日本が販売するおトクな切符「（通称）キュン♥パス（※）」の販売に合わ

せた取組を実施することといたしました。 

（※）「キュン♥パス」の詳細につきましては、別添「JR 東日本ニュース」にてご確認ください。 

 

 

～以下、「冬のあおたびキャンペーン」と異なる主な部分を青字にしております～ 

 

 

２ 「キュン♥パス」の販売に合わせた取組の内容 

  JR 東日本が販売するおトクな切符「キュン♥パス」（以下、「キュンパス」という）の利

用者を対象に、現在実施中の「冬のあおたびキャンペーン」のスキームを活用し、本県へ

の誘客を促進する取組です。 

対象期間内に、対象となる宿泊施設に宿泊する「キュンパス」利用者は、「冬のあおたび 

キャンペーン」と同様に２つの特典（宿泊特典と店舗利用特典（※））が受けられます。 

（※）「冬のあおたびキャンペーン」と同様に「冬のあおたびカード」を利用者に配付いただきます。 

 

（１）対象となる宿泊期間・予約開始日時 

① 対象となる宿泊期間 

令和 7 年 2 月 13 日（木）～令和 7 年 3 月 28 日（金）まで 

※ 令和 7 年 3 月 29 日（土）チェックアウト分まで 

※ 「キュンパス」の利用は平日限定ですが、本取組の宿泊については、土日祝日も対象とし

ていただいて構いません。 

※ 各施設様のご判断により、上記期間内で除外日を設定することも可能です。 

② 予約開始日時 

令和 7 年 2 月 1 日（土）午前 10 時 

※ 予約開始日時前のご予約（既存予約）につきましては対象外とします。 
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（２）利用対象 

   本取組の利用対象者は「キュン♥パス」利用者とします。 

➢ チェックインの際、ＪＲ東日本が販売するおトクな切符「ＪＲ東日本たびキュン

♥早割パス（通称：「キュンパス」）を提示いただくよう、予約時点で必ずご案内

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 上記切符の確認が必要です（写しや画像、えきねっとマイページの購入画面等の

提示は不可）。宿泊当日に確認ができなかった場合、本取組の対象にはなりません。 

➢ グループのお客様の場合、「キュンパス」の確認はお一人様分のみで構いません。 

【重要】グループの中に 1 名様でも「キュンパス」の利用者がいらっしゃれば、グループの方 

全員を本取組の対象とします。 

（例）1 名が「キュンパス」利用者、4 名は「キュンパス」利用者でない場合 

→ 5 名全員が本取組の対象となります。客室が別々でも、同じグループであ 

れば、グループの方全員を本取組の対象としてください。 

 

 （３）宿泊特典 

   利用者は 2 つの特典を受けることができます。 

① 宿泊代金の割引または特典の提供 【重要】割引経費の補填はありません。 

➢ 割引額、割引率の設定は各施設様の判断とします。 

➢ 割引適用後の端数については、1 円未満は切り捨てとしてください。 

➢ 割引の対応が難しい施設様は、割引以外の特典の提供（例：お土産プレゼント、

客室グレードアップなど）による本キャンペーンへの参加も可能です。 

② 店舗における特典の提供 【重要】特典に係る経費の補填はありません。 

参加店舗（飲食店、土産物店等）が、カードを提示した利用者に対し、特典（割

引やちょっぴりプレゼント等）を提供します。 

 

店舗における特典提供の流れ 

ア 利用者に対し、宿泊施設でカードを配付（1 人につき 1 枚）。 

イ 「冬のあおたびキャンペーン」の参加店舗においてカードを提示すると、利用

者はその店舗でも特典を受けることができます。 

※有効期限内であれば、カード 1 枚で複数店舗のご利用が可能です。 

 

 

＜各施設様で確認をお願いしたい部分＞ 

●「旅せよ平日！JR東日本 たびキュン♥早割パス」 

 の記載があること。 

●「2025年」であること。 

※確認は目視で結構です。 
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    配付するカード（「冬のあおたびカード」）について 

➢ 利用区域：青森県内に所在し、「冬のあおたびキャンペーン」の参加が承認さ

れた施設（飲食店、土産物店、観光施設、アクティビティ、宿泊施設の売店等） 

➢ 配付場所：本取組に参加する宿泊施設（チェックインの際に配付） 

➢ 有効期限：利用者のチェックアウト日 

 

 

【重要】宿泊施設様へのお願い 

➢ 利用者のチェックアウト日を記入の上、利用者にカードを配付してください

（1 人につき 1 枚）。 

➢ 利用者が途中で宿泊を延長する場合には、配付済のカードを回収の上、変更

後のチェックアウト日を記入したカードを改めて配付してください。回収し

たカードは各施設様にて破棄をお願いいたします。 

（例）2/14 から 2 泊で宿泊予定だったお客様（チェックアウト予定日：2/16）が、途中で 

延泊を希望し、チェックアウト日が 2/18 に変更となった場合 

→ 当初配付したカードをお客様から回収し、有効期限に「2/18」と記入したカード 

  を改めてお渡しください（回収したカードは破棄していただいて結構です）。 

➢ 有効期限の修正はできません。日付を誤って記入した場合、そのカードは破

棄していただき、正しい日付を記入したカードを配付してください。 

➢ 「冬のあおたびキャンペーン」終了後、残った「冬のあおたびカード」は回

収いたします。残ったカードは破棄しないようご注意ください。 

 

 

 

３ その他注意事項 

（１）連泊等の制限 

➢ 宿泊を必須とし、日帰りプランは対象外とします。 

➢ 利用回数および連泊の制限はありません。 

 （２）他の割引との併用について 

➢ 「冬のあおたびキャンペーン」との併用はできません。 

➢ 市町村等が実施する割引制度との併用は妨げるものではありませんが、割引併用

の可否は、他の制度の要件によるものとします。 

➢ 割引制度を併用する場合は、他の制度の割引適用後の宿泊代金に本取組の割引を

適用してください。 

➢ OTA 発行のクーポンや利用者が貯めているポイントは現金と同等のものとみなし、

本取組適用後の宿泊代金の支払いに充当いただいて結構です。 
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（３）宣伝物等への記載内容について 

   自社 HP 等を含む宣伝物等には、下記注意事項を必ず記載してください。 

➢ ご宿泊当日、「キュンパス」（切符現物）の提示が必要（写しや画像、えきねっと

の購入画面等の提示は不可）であること 
 

（例文）チェックインの際、JR 東日本が販売するおトクな切符「キュン♥パス」（現物）の 

提示が必要です。写しや画像のほか、えきねっと購入画面の提示等は認められません 

のでご注意ください。万が一提示できなかった場合、割引や特典は提供できません。 
 

➢ OTA 等で販売する場合は、対象となる宿泊プラン名の前に下記を入れてください。 

（例）【「キュン♥パス」利用者対象】お部屋タイプおまかせプラン 

➢ 割引を実施する場合には割引額または割引率を、特典を提供する場合には提供す

る特典の内容について、閲覧者に分かりやすいように明記してください。 
 

（４）本取組の対象とする宿泊プラン 

   既存の宿泊プラン、新規の宿泊プランを含む、全ての宿泊プランを本取組の対象とし 

ていただいて構いません。若しくは、本取組専用の宿泊プランを造成し、限定販売いた 

だくことも可能です。各施設様でご検討ください。 

 （５）宿泊代金の精算方法 

   利用者の宿泊代金の精算方法は、事前決済、現地決済どちらも可能です。各施設様に 

てご判断ください。 

（６）取消料について（宿泊代金の割引を実施する施設のみ対象） 

   取消料は割引適用前の宿泊代金にかかるものとします。 

 （７）虚偽の申告や不正が発覚した場合 

   本取組への参加決定後、参加施設による虚偽の申告や不正が万が一発覚した場合には、 

当該施設を参加対象外とします。 

（８）提出いただいた書類について 

 提出いただいた参加申込書等の関係書類につきましては返却いたしませんので、必要 

であれば、提出前に写しをとり各自で保管してください。また、提出書類は本取組の実 

施に係る業務以外の用途で使用することはありません。 

  

 

４ 参加要件 

本取組の参加対象となる宿泊施設は、下記要件を全て満たす施設とします。 

 （１）青森県内に所在し、観光客に宿泊のサービスを提供する施設。 

 （２）本取組の事業目的に賛同し、本実施概要に定める内容を遵守できる施設。 

 （３）旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号））第 2 条第 2 項から第 4 項の営業許可など、 

    当該施設を運営するうえで、必要な許可を得ている施設。 

 （４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）の 

    第 2 条に該当しない施設。 
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（５）青森県暴力団排除条例（平成 23 年 3 月 18 日青森県条例第 9 号）を遵守する施設。 

（６）その他公序良俗に反しない施設であること。 

 

 

５ 参加方法・販売状況の報告について 

（１）参加申込 

参加を希望する施設は、「（様式 1）『キュンパス』取組用・参加申込書」を青森 

県誘客交流課までメールまたは FAX（対応できない場合には郵送も可）にて提出して 

ください。提出書類の確認後、本取組への参加をお断りする場合のみご連絡をさせて 

いただきます。 
 

参加に当たり提出が必要なもの 

① （様式 1）「キュン♥パス」取組用・参加申込書 

② 本取組の専用 web サイトに掲載する画像（最大 5 枚まで） 
 

   提出先・お問い合わせ先 

    青森県誘客交流課 国内誘客グループ  

住 所：030-8570 青森市長島 1 丁目 1-1 

電 話：017-734-9384 FAX：017-734-8126 

メール：shinkanko@pref.aomori.lg.jp 

※受付：（平日）8 時 30 分～17 時 15 分（土日・祝日は休み） 

 

（２）販売状況の定期報告について 

    本取組の利用人泊数について、（別紙 1）「キュン♥パス」取組用・販売状況確認票 

   の内容に基づき、必要事項を記入の上、販売実績について【令和 7 年４月４日（金） 

までに】ご報告くださいますよう願いいたします（提出先は参加申込書と同じです）。 

集約した販売状況につきましては、本取組に参加いただいた宿泊施設様にも後日情 

報共有させていただく予定です。 

 

＜販売状況の報告＞ 

① 下記の URL、若しくは、スマートフォン等で QR コードを読み込んでいただき、

アクセスした Google フォームに必要事項を入力の上、送信してください。 

●URL：https://forms.gle/fyA8jD3kLwRZnWHg7 

 

 

 

※上記により報告いただいた場合、（別紙 1）の提出は不要です。 

② （別紙 1）「キュン♥パス」取組用・販売状況確認票を、メールまたは FAX にて下

記お問い合わせ先まで送信（対応できない場合は郵送も可）してください。 

スマートフォン等でQRコードを読み込んでいただいてもアクセス可能です→→→ 

https://forms.gle/fyA8jD3kLwRZnWHg7

